
「事業場における労働者の健康保持増進
のための指針」の改正について

令和３年２月１日
労働基準局安全衛生部労働衛生課

資料２



＜今後の対応の方向性＞
上記の趣旨等を踏まえ、労働者の健康保持増進の措置として、保険者との連携をより一層推進する。
（１）運用上の対応
・ 事業者の同意なしで健診機関から保険者に直接健診結果を送るための条項を盛り込んだ、事業者と健診機関の契約書のひな形を作成し、健診機関から保険者
に健診データを直接送ることを推進する。
・ 健診機関から保険者を経由してマイナポータルで提供されるまでの健診データの流れをスムーズにするために必要な保険者番号や被保険者番号等を健診時に
取得するため、その記載欄を設けた問診票のひな形を作成し、その使用を推進する。
・ 安衛法の定期健診時に、運用上、定期健診と特定健診の全項目を一体的に実施することを推進する。また、血糖検査の取扱いを特定健診に揃える。

（２）THP指針の充実・強化
・ THP指針に、保険者に事業主健診データを提供すべき旨等を規定する方向で検討する。

事業主健診における保険者との連携について

＜背景＞

○ 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭和63年９月１日健康保持増進のための指針公示第１号。以下「ＴＨＰ指針」という。）に
おいて、健康保持増進対策の推進体制を確立するための事業場外資源として、医療保険者を位置づけており、事業場における健康保持増進に係
る課題の把握や目標の設定等の際には、医療保険者から提供される情報等、客観的な数値を活用することが望ましい旨、示している（これらの内
容は令和２年３月31日のTHP指針改正で位置づけ。）。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2019～「令和」新時代：「Society 5.0」への挑戦～」（令和元年６月21日閣議決定）等において、「生まれてから学
校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するＰＨＲとの関係も含めて対応を整理し、
健診・検診情報を2022年度を目処に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策も含め、2020年夏までに工程化する。」等と記載されており、労働
安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。）事業主健診データをマイナポータルで本人に提供することが求められている。

○ 40歳以上の労働者の事業主健診データについては、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づき、保険者が事業主に対
して安衛法に基づく定期健診結果の提供を求めることができることとなっており、また、事業主は求めに応じて提供しなければならないこととなって
いる。保険者に提供した健診データについては、令和３年３月より、順次、特定健診データとしてマイナポータル等で労働者や医療機関が閲覧でき
るようになる予定である。しかし、法令上不要となっている同意取得の問題等により、中小企業等から保険者（協会けんぽ）への事業主健診データ
の提供が進んでいないとの指摘がある。

＜高齢者の医療の確保に関する法律＞
第27条（略）
２ 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当
該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

３ 前２項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚
生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

○ 保険者に事業主健診データを提供することは、ＰＨＲの推進やコラボヘルス等の推進による労働者の健康保持増進につながり、さらに、労働者が
健康になることによって企業の労働生産性向上や経営改善・経済成長にもつながるため、労働者・事業者双方にメリットがあると考えられる。
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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正
～概 要～

１．改正のポイント

○ 事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、基本的考え方に、コ
ラボヘルスの推進が求められていることを記載した。

○ 健康保持増進措置の検討に当たって、法に基づく定期健康診断の結果等を医療保険者に提供する
必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較し
て取組の決定等に活用することが望ましいことを記載した。

〇 個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めが
あった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者の医療の確保に関す
る法律（昭和57年法律第80号）に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である
ことを記載した。

２．適用日
令和３年４月１日


